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本号で公布された条例のあらまし

◇県道に設ける案内標識等の寸法を定める条例（条例第４４号）
１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道
路法の一部改正により条例で定めることとされた県が管理する県道に設ける案内標識及び警戒標識並びに
これらに附置される補助標識の寸法について、次のとおり定めることとした。
� 標示板の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に寸法が図示されたものにあっては、当
該図示された寸法とし、それ以外のものにあっては、知事が定める寸法とすること。
� その他標示板の寸法を拡大し、又は縮小することができる場合並びに標示板に表示する文字及び記号
並びに標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法について定めること。

２ この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知県県税条例の一部を改正する条例（条例第４５号）
１ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律による
地方税法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知県事務処理特例条例の一部を改正する条例（条例第４６号）
１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に
伴う関係政令の一部改正により、知事の権限に属する事務が市に移譲されたこと等に伴い、規定の整理を
行うこととした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。

◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第４７号）
１ 暴力団等から危害を加えられるおそれのある者の保護対策の業務を警察業務手当を加算して支給する業
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務とし、その加算する額を定めることとした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知芸術文化センター条例の一部を改正する条例（条例第４８号）
１ 愛知県図書館に指定管理者制度を導入することとした。
２ 指定管理者が行う業務の範囲は、愛知県図書館の駐車場の利用の許可等を行い、その他愛知県図書館を
維持管理することとした。
３ 愛知県図書館の駐車場の利用に係る料金について、利用料金制度を導入することとした。
４ この条例は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用することとした。

◇愛知県環境影響評価条例の一部を改正する条例（条例第４９号）
１ 事業に係る計画の立案段階において、事業の実施想定区域における環境の保全のために配慮すべき事項
についての検討を行い、その検討の結果について計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）の作成、
公表等を行う手続を創設し、その内容を次のとおり定めることとした。
� 事業者（環境影響評価法の規定により配慮書の手続を行う者を除く。以下「配慮書事業者」という。）
は、事業の実施区域等を決定するに当たり、一又は二以上の事業の実施想定区域における当該事業に係
る環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行わなければならないこと。
� 配慮書事業者は、�の検討の結果について配慮書等を作成し、知事及び関係市町村長に送付し、及び
公表しなければならないこと。
� 配慮書事業者は、配慮書の案又は配慮書について、一般の環境の保全の見地からの意見を求めるよう
努め、配慮書について意見を求めたときは、意見の概要等を記載した書類を知事及び関係市町村長に送
付しなければならないこと。
� 知事は、関係市町村長及び愛知県環境影響評価審査会の意見を聴いて、配慮書について意見を述べる
ことができること。
� 配慮書事業者は、配慮書の内容を踏まえるとともに、�の知事の意見を勘案して事業の実施区域等を
決定し、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成しなければならないこと。

２ 事業者は、方法書等を作成したときは、インターネットの利用等により公表しなければならないことと
した。
３ 事業者は、方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならないこととした。
４ 知事は、配慮書事業者がこの条例の規定に違反して１�の検討を行わない場合等に勧告し、正当な理由
がなくてその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができることとした。
５ 災害復旧又は再度災害の防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業については、この条
例の規定は適用しないこととした。
６ その他必要な規定の整備を行うこととした。
７ この条例は、平成２５年４月１日から施行することとした。ただし、５については公布の日から、８につ
いては同年２月１日から施行することとした。
８ 配慮書事業者は、この条例の施行前において、１の手続を行うことができることとした。

条 例

県 道 に 設 け る 案 内 標 識 等 の 寸 法 を 定 め る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

愛 知 県 知 事 大 村 秀 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 四 号

県 道 に 設 け る 案 内 標 識 等 の 寸 法 を 定 め る 条 例

（ 趣 旨 ）

７４２ 平成２４年７月６日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２８９３号



第
一
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
が
管
理
す
る
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識
及
び
警
戒
標
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
置
さ
れ
る
補
助
標
識
（
こ
れ
ら

の
道
路
標
識
の
柱
の
部
分
を
除
く
。）
の
寸
法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
道
路
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
案
内
標
識
の
寸
法
）

第
三
条

案
内
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
案
内
標
識
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
寸
法
と
す
る
。

一

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府

建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。）
別
表
第
二
に
標
示
板
の
寸
法
が
図
示
さ
れ
た
案
内
標
識

当
該
図
示
さ
れ
た
寸
法

二

前
号
に
掲
げ
る
案
内
標
識
以
外
の
案
内
標
識

知
事
が
定
め
る
寸
法

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
案
内
標
識
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
標
示
板
の
寸
法
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
案
内
標
識

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
寸
法

イ

地
名
又
は
道
路
の
通
称
名
を
表
示
す
る
案
内
標
識

当
該
地
名
又
は
道
路
の
通
称
名
の
文
字
の
字
数
の

多
少
に
よ
り
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
し
た
寸
法

ロ

案
内
標
識
の
標
示
板
に
文
字
又
は
記
号
を
付
加
し
て
表
示
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
案
内
標
識

当
該

文
字
又
は
記
号
の
表
示
に
必
要
な
範
囲
内
で
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
拡
大
し
た
寸
法

二

自
動
車
専
用
道
路
（
道
路
法
第
四
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
道
路
等
と
の
交
差
の
方
式
が
立
体
交
差
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
に
設
け
る
案
内
標
識

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
（
前
号
の
規
定
に

よ
り
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
拡
大
又
は
縮
小
後
の
寸
法
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。）
を
三
倍
ま
で
の
倍
率
で
拡
大
し
た
寸
法
（
当
該
寸
法
が
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
の
三
倍

の
寸
法
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
倍
の
寸
法
）

三

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
寸
法

イ

道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
二
倍

ま
で
の
倍
率
で
拡
大
し
た
寸
法

ロ

自
動
車
の
通
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合

前
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
二
分
の
一
ま
で
の
倍
率
で
縮
小
し
た
寸
法

３

案
内
標
識
の
標
示
板
に
表
示
す
る
文
字
（
数
字
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
案

内
標
識
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一

令
別
表
第
二
に
文
字
の
寸
法
が
図
示
さ
れ
た
案
内
標
識

当
該
図
示
さ
れ
た
寸
法
（
前
項
第
二
号
又
は
第

平
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設
計
速
度
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

文
字
の
寸
法
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

七
〇
以
上

三
〇

四
〇
、
五
〇
又
は
六
〇

二
〇

三
〇
以
下

一
〇

三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
案
内
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
図
示
さ
れ
た
寸
法
を
当
該
拡
大
又
は
縮
小
の
倍
率
で
拡
大
し
、
又
は
縮
小
し
た
寸
法
）

二

前
号
に
掲
げ
る
案
内
標
識
以
外
の
案
内
標
識

次
に
掲
げ
る
案
内
標
識
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
寸
法

イ

自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
案
内
標
識

知
事
が
定
め
る
寸
法

ロ

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識

次
に
掲
げ
る
案
内
標
識
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
寸
法

�

�
に
掲
げ
る
案
内
標
識
以
外
の
案
内
標
識

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
寸
法
（
ロ
ー
マ
字
に
あ
っ
て
は
当
該
寸
法
の
二
分
の
一
の
寸
法
、
数
字

に
あ
っ
て
は
知
事
が
定
め
る
寸
法
）

�

歩
行
者
用
の
案
内
標
識
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
案
内
標
識

知
事
が
定
め
る
寸
法

４

前
項
第
二
号
ロ
�
に
掲
げ
る
案
内
標
識
の
標
示
板
に
表
示
す
る
文
字
の
寸
法
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合

前
項
第
二
号
ロ
�
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
三

倍
ま
で
の
倍
率
で
拡
大
し
た
寸
法

二

前
項
第
二
号
ロ
�
の
規
定
に
よ
る
文
字
の
寸
法
に
応
じ
た
寸
法
の
標
示
板
の
設
置
に
よ
り
自
動
車
の
通
行

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合

同
号
ロ
�
の
規
定
に
よ
る
寸
法

を
二
分
の
一
ま
で
の
倍
率
で
縮
小
し
た
寸
法
（
当
該
寸
法
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

５

案
内
標
識
の
標
示
板
に
表
示
す
る
記
号
の
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一

令
別
表
第
二
に
寸
法
が
図
示
さ
れ
た
記
号

当
該
図
示
さ
れ
た
寸
法
（
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
当
該
記
号
を
表
示
す
る
案
内
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
図
示
さ
れ
た
寸
法
を
当
該
拡
大
又
は
縮
小
の
倍
率
で
拡
大
し
、
又
は
縮
小
し
た
寸
法
）

二

前
号
に
掲
げ
る
記
号
以
外
の
記
号

知
事
が
定
め
る
寸
法

６

案
内
標
識
の
標
示
板
の
縁
、
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
の
寸
法
は
、
知
事
が
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

７４４
平
成
２４
年
７
月
６
日

金
曜
日

愛
知
県
公
報

第
２８９３

号



（
警
戒
標
識
の
寸
法
）

第
四
条

警
戒
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
は
、
令
別
表
第
二
に
図
示
さ
れ
た
寸
法
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
警
戒
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
警
戒
標
識

前
項
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
二
・
五
倍
ま
で
の
倍
率
で
拡
大
し

た
寸
法

二

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
け
る
警
戒
標
識

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
寸
法

イ

道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合

前
項
の
規
定
に
よ
る
寸
法
を
二
倍
ま
で
の

倍
率
で
拡
大
し
た
寸
法

ロ

自
動
車
の
通
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合

前
項
の
規

定
に
よ
る
寸
法
を
二
分
の
一
ま
で
の
倍
率
で
縮
小
し
た
寸
法

３

警
戒
標
識
の
標
示
板
に
表
示
す
る
文
字
の
寸
法
は
、
知
事
が
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

４

警
戒
標
識
の
標
示
板
に
表
示
す
る
記
号
の
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

一

令
別
表
第
二
に
寸
法
が
図
示
さ
れ
た
記
号

当
該
図
示
さ
れ
た
寸
法
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
号

を
表
示
す
る
警
戒
標
識
の
標
示
板
の
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
図
示
さ
れ

た
寸
法
を
当
該
拡
大
又
は
縮
小
の
倍
率
で
拡
大
し
、
又
は
縮
小
し
た
寸
法
）

二

前
号
に
掲
げ
る
記
号
以
外
の
記
号

知
事
が
定
め
る
寸
法

５

警
戒
標
識
の
標
示
板
の
縁
及
び
縁
線
の
太
さ
の
寸
法
は
、
知
事
が
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

（
補
助
標
識
の
寸
法
）

第
五
条

案
内
標
識
又
は
警
戒
標
識
に
附
置
さ
れ
る
補
助
標
識
の
標
示
板
（
以
下
「
補
助
標
識
板
」
と
い
う
。）
の

寸
法
は
、
令
別
表
第
二
に
図
示
さ
れ
た
寸
法
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
補
助
標
識
板
の
寸
法
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
寸
法
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
案
内
標
識
に
附
置
さ
れ
る
補
助
標
識
の
標
示
板

知
事
が
定
め
る
寸
法

二

第
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
標
識
板
が
附
置
さ
れ
る
案
内
標
識
又
は
警
戒
標
識

の
標
示
板
の
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補
助
標
識
板

前
項
の
規
定
に
よ
る
寸

法
を
当
該
拡
大
又
は
縮
小
の
倍
率
で
拡
大
し
、
又
は
縮
小
し
た
寸
法

３

補
助
標
識
板
に
表
示
す
る
文
字
及
び
記
号
の
寸
法
は
、
知
事
が
定
め
る
寸
法
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
２４
年
７
月
６
日

金
曜
日

愛
知
県
公
報

第
２８９３

号
７４５
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